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令和３年度滋賀県・長浜市原子力防災訓練 実施計画 

 

１ 目的等 

(1) 主な目的 

○屋内退避・一時移転、スクリーニング（避難退域時検査）および原子力災害医療に係

る手順の確認と検証 

  ○県、関係市および防災関係機関の原子力災害対策に係る能力の向上 

  ○地域住民の原子力災害対策に係る意識・理解の向上 

 

 (2) 重点事項 

ア 下記の計画、実施要領およびマニュアルに基づく実動を実施 

 原子力災害に係る滋賀県広域避難計画および実施要領 

 滋賀県原子力災害医療マニュアル 

 

  イ UPZ 内一部住民の一時移転訓練の実施 

 美浜発電所の UPZ 内住民を対象とした、実践的な実動訓練 

 平成 29 年度・令和元年度に「湖北体育館」を避難中継所として使用。使用方法を再確

認するとともに、設置および運営方法を向上させる。 

 新型コロナウイルス感染症流行下を想定した会場運営方法等の確認 

 避難中継所運営本部の運営訓練を実施 

 

ウ 屋内退避訓練を実施 

 「即避難ではなく、まずは屋内退避」という手順を確認し、住民理解を醸成 

 屋内退避の効果、必要性等について、住民理解を促進 

 

２ 実施日時 

  令和３年 11 月 20 日(土) 7：00～12：30 

 

３ 場所 

  長浜市内 

 一 時 集 合 場 所： 木之本小学校  

 避 難 中 継 所： 湖北体育館 

 原子力防災講習会： 湖北支所 

 原子力災害医療訓練： 長浜赤十字病院 

 

４ 参加者数等 

  住 民：52 人（木之本連合自治会） 

  参加機関数：18 機関 

  参加車両等：車両 17 台 ヘリコプター 1 機 

陸上自衛隊第３戦車大隊 １台、航空自衛隊第 12 高射隊 １台、湖北地域消防本部 

１台、(一社)滋賀県バス協会 ６台、(一社)滋賀県トラック協会 大津支部 １台、

関西電力(株) １台、警察本部 ２台、木之本警察署 １台、長浜市消防団 １台、

滋賀県防災危機管理局（自家用車想定） ２台、防災ヘリコプター １機 

資料１－１（滋賀県作成資料） 



2 

 

５ 主 催 

  滋賀県および長浜市 

 

６ 参加・協力依頼先 

内閣府、陸上自衛隊第３戦車大隊、航空自衛隊第 12 高射隊、自衛隊滋賀地方協力本部、湖

北地域消防本部、(公社)滋賀県診療放射線技師会、長浜赤十字病院、大津赤十字病院、滋賀

医科大学医学部附属病院、市立長浜病院、長浜市立湖北病院、(一社)滋賀県バス協会、(一社)

滋賀県トラック協会 大津支部、関西電力(株)、滋賀県警察本部、長浜警察署、木之本警察

署、長浜市消防団、滋賀県関係所属、長浜市関係所属 

 

７ 訓練内容 

(1) 訓練想定 

○ 令和３年 10 月 29 日（金）午前８時 45 分に美浜町で震度６弱の地震が発生したこと

により警戒事態が発生。運転中であった関西電力(株)美浜発電所３号機が自動停止し、

外部電源が喪失。その後原子炉冷却材の漏えいにより、施設敷地緊急事態に進展。さら

に作動した非常用炉心冷却装置の故障により全面緊急事態に至り、炉心損傷により放射

性物質が放出。 

○ 令和３年 10 月 30 日（土）に、長浜市内の UPZ 内の一部地域（高時・木之本・富永小

学校区）において、空間放射線量率 20μSv/h を継続して観測したため、高時・木之本・

富永小学校区に一時移転指示。 

      ※１１月２０日（土）は１０月３０日（土）の想定として、訓練を実施。 

    一時移転指示については、一時移転を判断するモニタリングポストと指示区域が紐づ

けられており、木之本小学校に設置しているモニタリングポストがＯＩＬ判断指示値を

超えた場合、高時・木之本・富永小学校区に一時移転の指示が発出される。今回の想定

では木之本小学校に設置しているモニタリングポストが 20μSv/h を超過したと想定し

ているため、高時・木之本・富永小学校区に一時移転指示が発出されているとしている

が、１１月２０日(土）の訓練では木之本連合自治会のみを訓練対象地域として実施する。 

 

(2) 訓練項目   

  ア 屋内退避 

 防災行政無線、安全・安心メール、ＬＩＮＥ、消防団、防災ヘリコプターによる住民等

への屋内退避指示（※新型コロナウイルス感染症流行下を想定した屋内退避の注意点に

ついても広報） 

イ 住民避難 

① 防災行政無線、安全・安心メール、ＬＩＮＥによる住民への一時移転指示 

② 一時集合場所の設置・運営 

 一時集合場所の開設 

 被災住民登録 

 安定ヨウ素剤の服用説明 

③ バスによる住民避難 

 バスによる住民輸送 

 県警による輸送車両の先導 

 一時移転区域警ら活動 
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④ スクリーニング（避難退域時検査）会場の設置・運営 

 スクリーニング（避難退域時検査）会場の設置（19 日）・開設（20 日） 

 住民、防災業務関係者へのスクリーニング（避難退域時検査）および簡易除染の実施 

 医療救護の実施 

 車両スクリーニング（避難退域時検査）および簡易除染の実施 

⑤ 避難中継所運営本部の設置・運営 

 避難中継所運営本部の設置（19 日） 

 避難中継所の運営（20 日） 

  ウ 原子力災害医療 

①消防救急車両による傷病者の搬送 

②原子力災害拠点病院における原子力災害医療の実施 

  エ その他 

原子力防災講習会 
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(3) 主なタイムスケジュール 

  １１月１９日（金） 一時集合場所・避難中継所設置訓練 

時 間 避難中継所設置訓練 一時集合場所設置訓練 

13：00       

 

15：00 以降 

避難中継所開設準備 

各班（班長等）は運営方法や動線について確認 

 

 

一時集合場所 準備 

16：00 訓練終了 準備終了次第 訓練終

了 

 

  １１月２０日（土） 屋内退避訓練および住民避難訓練 

時 間 訓 練 内 容 

７：00 

 

７：30 

 

８：00 

 

 

８：40 

 

９：10 

 

10：10 

 

10：50 

 

11：10 

屋内退避指示 

 

一時移転指示 

 

避難対象住民は一時集合場所（木之本小学校）に集合し、安定ヨウ素剤の説明・

服用 

避難中継所（湖北体育館）開設 

 

避難対象住民は避難車両に乗車し、避難中継所に移動 

 

住民・防災業務関係者・車両スクリーニング検査（避難退域時検査）開始 

 

原子力防災講習会（湖北支所） 

 

原子力防災講習会終了後、各地区へ帰還 

 

住民・防災業務関係者・車両スクリーニング検査（避難退域時検査）終了 

訓練終了 

 



令和3年度滋賀県・長浜市原子力防災訓練
概 要
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想定

原災法第10条通報 原災法第15条報告警戒事態の連絡情報収集事態の連絡

情報収集事態

警戒体制

＜フェーズ１＞

警戒事態（AL）

災害警戒本部
（本部長：副知事）

施設敷地緊急事態
（SE）

災害対策本部（本部長：知事）

全面緊急事態（GE)

＜フェーズ３＞ ＜フェーズ４＞

通常体制

緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ）

県緊急時モニタリング本部
（施設敷地緊急事態以降はEMC測定分析担当滋賀県グループとしても活動）

敷地外への
放射性物質放出

• PAZ要配慮者
避難準備

• UPZ一時滞在

者への帰宅呼
びかけ

• UPZ学校等の

児童・生徒等
の帰宅等

緊急時モニタリング結果を踏まえ、
防護措置を実施

500μSv/h以上

20μSv/h以上

数時間以内に避
難

1週間以内に
一時移転

地域生産物の
摂取制限

飲食物のスクリー
ニング・摂取制限

県

0.5μSv/h以上
飲料水 放射性ヨウ素
300Ｂｑ/ｋｇ など

原子力災害対策本部
（内閣総理大臣）

• PAZ要配慮者避難
• PAZ避難準備

• UPZ屋内退避準
備

原子力規制委員会・内閣府原子力
事故合同現地警戒本部
（原子力防災専門官）

原子力規制委員会・内閣府
原子力事故合同現地対策本部

（内閣府副大臣）

原子力災害現地対策本部
（内閣府副大臣）

原子力規制委員会・
内閣府合同情報連絡室

原子力規制委員会・内閣府
原子力事故合同対策本部
原子力規制委員会委員長

原子力防災担当大臣国

原子力規制委員会・内閣府
原子力事故合同警戒本部
原子力規制委員会委員長

内閣府政策統括官

原子力規制委員会・内閣
府原子力事故合同現地情

報連絡室

中央

現地オ
フサイ
トセン
ター
（OFC
）

例）
３時間以上の外
部電源喪失 等

例）
全交流電源喪失 等

例）
冷却機能喪失 等

例）
立地市町において、
震度5弱・5強の地震発生

＜フェーズ２＞

• PAZ避難

• UPZ屋内退避
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10月29日（金） 11月20日（土）
（想定は10月30日（土））



対象地域

高時・木之本・富永小学校区
人口：6,831人

※訓練では木之本連合自治会を
一時移転対象区域として想定
訓練参加人数：約50人

美浜発電所

30ｋｍ

高島市

長浜市

原子力災害対策を重点的に実施すべき地域
（美浜ＵＰＺ） 3



【一時集合場所】
②,⑥木之本小学校

①浅井支所

③長浜市社会福祉協議会
湖北支所

一時集合場所・避難中継所
避難経路 等

【避難中継所】
④湖北体育館

⑤湖北支所
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【バス運行計画】

① バス集結場所

長浜市役所浅井支所

(防護服・線量計・安定ヨウ素剤を配布)

② 一時集合場所

木之本小学校（住民乗車）

③ 避難中継所進入前のバス溜まり場所

長浜市社会福祉協議会湖北支所(待機）

④ 避難中継所

湖北体育館（住民降車）

⑤ 湖北支所

湖北支所前に駐車後、運転手は湖北体育館に移動

し、スクリーニング検査を受ける。（防護服脱衣・

線量計回収）

原子力防災講習会後の住民乗車

⑥ 木之本小学校（住民降車）

⑦ 解散

提供：内閣府
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